
Ⅱ．受験申込までの手順

試験案内を熟読し、申込書の記入漏れ，必要書類の不足がないよう、よく確認してください。 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

いいえ 
 

 はい 

 

 

 

 

 

 

いいえ 

 

 はい 

【注意】 申込受付期間 平成３０年５月２１日 月 ～平成３０年６月３０日 土

・６月３０日 土 の消印のあるものまで受け付けます。

・７月１日 日 以降の消印のものは、受け付けられませんので

注意してください。

全て記入した

か

全て揃っている

試験案内をよく読む

受験申込書を記入する

添付書類の有無を確認する

注 受験資格により添付書類は異なります

実務経験証明書の記入

を依頼する

①受験申込書（払込受領書貼付）・写真票（写真貼付）

②資格等を証明する書類

③実務経験証明書

④受験に際し特別な配慮を希望する場合（ 参照）

受験手数料をコンビニ

で支払う

専用封筒の裏面をチェック

簡易書留で郵送

注 簡易書留郵便のみ受け付けます
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申込みにあたっての注意事項（受験者必読）

 
１ 受験地は千葉県ですか 
千葉県で受験できるのは、次の方です。 
（１）申込日現在、受験資格に該当する業務に従事しており、その勤務地が千葉県内である方 
（２）申込日現在、受験資格に該当する業務に従事していないが、住所地が千葉県内である方 
※申込みに際しては、必ずご自身で受験地を確認してください。（ 「１ 受験資格 １ 」参照）

 
２ 申込必要書類を確認し、全て揃えて申し込んでください 
（１）受験申込書の添付書類は、全てＡ４版にして提出してください。

（２）受験申込書類が送付され、資格審査が終了した書類及び受験手数料については、一切お返し

しません。

（３）受付期間を過ぎた受験申込書は受理しません。

（４）受験資格を有しない場合は、受験申込書は受理できません。

（５）受験申込書類の提出前に封筒裏の「試験申込必要書類チェック表」で、不足書類がないかを

確認してください。

（６）試験申込み後に、氏名・住所等の変更があった場合は「申込書記載事項変更届」（ ）に

より、速やかに千葉県社会福祉協議会に簡易書留にて郵送してください。

３ 国家資格で受験する場合は、国家資格登録日以降が実務経験に算入可能 
国家資格を持ち、その本来業務を受験資格として申し込む場合、実務経験の発生時点は国家資

格の登録された日以降その業務についた初日となります。受験資格要件である日数、年数を計算

される際、必ず登録日を確認してください。

【注意】国家資格を持ち、その業務で勤務し始めていても、資格の登録日以前の分は算入できま

せん。

４ その他

（１）受験申込書に記載する際には、 ～ 、実務経験証明書の作成については、 ～

を参照してください。

（２）過去に問い合わせの多かった事項を質問＆回答（Ｑ＆Ａ）として ～ に掲載してあ

ります。申込書の作成、実務経験証明書の作成依頼の際には必ずご一読ください。

（３）受験資格要件となる複数の国家資格を有している場合は、それぞれの免許証・登録証の写し

を提出してください。（ 参照）
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